
共有資産に係る納税代表者指定(変更)届 

〔 固定資産税・都市計画税 ・ 軽自動車税 〕 

越前市長  様                         令和   年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人確認ができる場合は、押印を省略することができます。 

 

共有資産に係る固定資産について、地方税法第 10 条の規定による連帯納税義務者のうち、上記の者

を代表者と指定（変更）しましたので届け出ます。 

（※1）振替口座を変更される場合は、「口座振替依頼書」を提出してください。 

 

◎この届出以降の納税通知書を、新しい共有代表者の方に送付します。 

◎共有資産に係る固定資産税・都市計画税は、各共有者に連帯納税義務がありますので、この届出に 

よって代表となった方のみに納税義務が発生するものではありません。 

◎共有持分を変更することはできません。別途、「所有権移転登記」等を行ってください。 
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納税通知書番号            ，          ，          
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